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引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る

 

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐

胎
し
た

●
次
の
よ
う
な
場
合
は
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
せ
ん

 

・
父
母
ま
た
は
養
育
者
が
公
的

年
金（
老
齢
福
祉
年
金
を
除

く
）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

 

・
父
ま
た
は
母
が
婚
姻
し
て
い

る
と
き
。（
婚
姻
の
届
け
出
は

な
く
て
も
事
実
上
の
婚
姻
関

係
が
あ
る
と
き
を
含
み
ま

す
。）

 

・
児
童
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡

に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的

年
金
ま
た
は
遺
族
補
償
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

 

・
父
ま
た
は
母
に
支
給
さ
れ
る

公
的
年
金
の
額
の
加
算
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
と
き

 

・
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

し
た
り
、
里
親
に
委
託
さ
れ

た
と
き
。

　

請
求
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者

の
前
年
の
所
得
な
ど
に
よ
り
手

当
額
が
計
算
さ
れ
ま
す
。
所
得

制
限
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る

と
手
当
が
全
部
ま
た
は
一
部
停

止
と
な
り
ま
す
。
支
給
要
件
や

受
給
の
相
談
は
電
話
ま
た
は
窓

口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　

子
ど
も
幸
福
課　
　

１
階

　
　
　
（
２
３
）８
９
３
２

３
月
２
日（
日)

、
14
日（
金)

※

午
後
１
時
〜
５
時

●
場
所　

ト
コ
ト
コ
大
田
原

　

３
階
小
会
議
室

●
内
容

市
保
健
師
・
管
理
栄
養
士
に

よ
る
健
康
相
談
、
栄
養
相
談

　
　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課　
　

２
階

　
　
　
（
２
３)

１
９
１
６

●
目
的　

生
活
全
般
の
機
能
の

低
下
を
早
期
発
見
し
、
介
護

予
防
に
役
立
て
ま
す
。

●
対
象
者　

①
平
成
26
年
度
に

70
歳
、
75
歳
に
な
る
方
②
平
成

25
年
度
の
介
護
予
防
実
態
調
査

で
、
二
次
予
防
事
業
の
対
象
者

と
な
っ
た
方
③
平
成
25
年
度
に

介
護
予
防
事
業
へ
参
加
し
、
調

査
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
方

※

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は

調
査
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
実
施
期
間 

１
月
27
日（
月)

〜

２
月
21
日（
金)

●
調
査
方
法　

桃
色
の
封
筒
で

調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
の
で

必
要
事
項
を
記
入
し
、期
限
内

に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

回
収
状
況
に
よ
っ
て
は
、４
月

以
降
に
地
域
の
民
生
委
員
や
市

の
担
当
者
で
訪
問
調
査
を
行
い

ま
す
。ま
た
、未
記
入
の
項
目
が

あ
っ
た
場
合
に
は
委
託
企
業
で

あ
る
日
本
通
信
紙
㈱
よ
り
、電

話
な
ど
で
内
容
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

高
齢
者
幸
福
課  　
　

１
階

　
　
　
（
２
３)

８
９
１
７

年金・国保

●
児
童
扶
養
手
当
と
は

父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど
に

よ
り
、
父
ま
た
は
母
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

を
、
心
身
と
も
に
す
こ
や
か

に
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

●
受
給
資
格
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

児
童（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
あ
る（
心
身
に
一
定
の
障

が
い
が
あ
る
と
き
は
20
歳
未

満
）者
）を
監
護
し
て
い
る
母
、

監
護
し
か
つ
生
計
を
同
じ
く

す
る
父
、
ま
た
は
父
母
に
代

わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人

 

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

 

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

 

・
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め

る
程
度
の
障
が
い
に
あ
る

 

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明

な
場
合

 

・
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
し
て
い
る

 

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た

 

・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り

　

誰
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
れ
、

健
康
に
つ
い
て
の
日
常
の
不
安

な
ど
を
相
談
で
き
る
場
所
で
す
。

●
日
時（
全
６
回
）　

１
月
22
日（
水)

、
26
日（
日)

２
月
13
日（
木)

、
22
日（
土)

ま
ち
な
か
保
健
室
を
開
設

国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ

大田原年金事務所　　　（２２）６３１３国保年金課　　１階　　（２３）８９２８

●国民年金のポイント
◎将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳から60歳までの
人が加入し、保険料を納める制度で
す。法律に基づいて運営されている
ため、生涯にわたっての安定した年
金の給付が保障されます。
◎老後のためだけのものではありま
せん
　国民年金には、年をとったときの
老齢年金のほか、障害年金や遺族年
金もあります。障害年金は、病気や
事故で障害が残ったときに受け取れ
ます。また遺族年金は、加入者が死
亡した場合、その加入者により生計
を維持されていた遺族（「子のある
妻」や「子」）が受け取れます。

●「学生納付特例制度」と「若年者納
　付猶予制度」　
★「学生納付特例制度」
　学生の方は一般的に所得が少ない
ため、本人の所得が一定額以下の場
合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に
規定する大学（大学院）、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学校
および各種学校（修業年限１年以上
である課程）、一部の海外大学の日
本分校に在学する方です。
★「若年者納付猶予制度」
　学生でない30歳未満の方で、本人
および配偶者の所得が一定額以下の
場合に、国民年金保険料の納付が猶
予される制度です。

【新成人の皆さんへ  20歳になったら国民年金】

子
育
て

健
康
・
福
祉

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

介
護
予
防
実
態
調
査
を

実
施
し
ま
す
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特
　
集

子
育
て

健
康
・
福
祉

く
ら
し

年
金
・
国
保

教
養
・
文
化

教
　
育

ス
ポ
ー
ツ

税

産
　
業

イ
ベ
ン
ト

地
域
の

ひ
ろ
ば

ト
ピ
ッ
ク
ス

健
康

お
お
た
わ
ら
塾

民
生
委
員
が
代
わ
り
ま
し
た

平
成
26
年
度
大
田
原
市

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
補
助
金
の
予
定

広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

大
田
原
リ
サ
イ
ク
ル
品

展
示
販
売
会

　　

民
生
委
員
は
市
民
の
身
近
な
相

談
相
手
と
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
し
て
い
ま
す
。３
年
に
１
度

の
一
斉
改
選
に
よ
り
昨
年
12
月
１

日
か
ら
民
生
委
員
児
童
委
員
・
主

任
児
童
委
員
が
代
わ
り
ま
し
た
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

福
祉
課　
　

１
階

　
　
（
２
３
）８
７
０
７

　

市
で
は
、地
球
温
暖
化
対
策
の

一
環
と
し
て
、太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
設
置
費
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
が
、平
成
26
年
度
に
つ

い
て
は
、次
の
と
お
り
補
助
内
容

を
変
更
す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
実
際
の
補
助
事
業
の

実
施
の
有
無
や
補
助
件
数
な
ど

は
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
変
更
を
予
定
し
て
い
る
内
容

 

・
補
助
対
象
を
、
申
請
者
自
ら

が
居
住
す
る
市
内
の
住
宅
に

限
定
し
ま
す
。

 

・
補
助
金
の
額
を
、
現
行
の
１

kW
当
た
り
３
万
円（
上
限
12
万

円
）か
ら
、
１
kW
当
た
り
２
万

２
５
０
０
円（
限
度
額
９
万

円
）に
変
更
し
ま
す
。

 

・
金
融
機
関
な
ど
か
ら
設
置
費
用

の
融
資
を
受
け
た
場
合
に
交
付

し
て
い
た
上
乗
せ
補
助
金（
１
件

当
た
り
３
万
円
）は
廃
止
し
ま
す
。

　
　

生
活
環
境
課　
　

１
階

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
６

　

搬
入
さ
れ
た
粗
大
ご
み
を
再
生

し
た
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
、地
域
の

皆
さ
ん
に
安
価
で
提
供
し
ま
す
。

●
展
示
・
申
込
期
間

　

１
月
20
日（
月
）〜
31
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分（
土
・
日
は
除
く
）

●
場
所　

広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　

大
田
原
プ
ラ
ザ
棟
１
階

●
申
込
資
格　

市
内
ま
た
は
那
須

町
在
住
の
18
歳
以
上
の
方

●
申
込
限
度
点
数　

１
家
族
４
点

ま
で
。
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
抽
選
。
代
理
は
不
可
。

●
抽
選
日
時　

２
月
６
日（
木
）

　

午
前
10
時
〜

※

当
選
者
に
は
、
は
が
き
で
連

絡
し
ま
す
。

　
　
　

広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
　

大
田
原

　
　
　
（
２
０
）２
２
７
０

問　

生
活
環
境
課　
　

１
階　

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
６

消費生活センター情報
≪突然訪問してくる家屋の修繕・リフォーム業者にご注意ください！≫

　 『台風の影響で屋根の一部が破損したがそのま
まにしていたところ、突然訪れた県外の業者に、
このままでは屋根がダメになってしまう、いまな
ら安価で請け負うなど言われ契約した。翌日から
他県ナンバーの車で職人がやって来て、少しだけ
作業をして帰ってしまい、契約どおり修繕される
ことなく来なくなってしまった。話しをするため
業者に電話をしたが全くつながらない。』という相
談がありました。最近では、このような自然災害
により被害を受けた家の修繕やリフォームに伴う
契約に関する相談が増えています。
　このような業者は、家屋などの被害が軽度であ
るため簡易補修だけで済ませている家を探し、言
葉巧みに修繕を行うよう話しを持ちかけます。中
には、過剰な修繕の金額を提示し、高額な契約を
迫る例もあるようです。多くの場合、工期の途中
で連絡が取れなくなったり、法外な追加料金を請
求されたり、いいかげんな工事のまま終了された

大田原市消費生活センター
大田原市住吉町1‐9‐37　　（２３）６２３６
　相談受付　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
　※土・日・祝日を除く

りと後になって被害に気付くことがほとんどです。
　訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取っ
てから８日以内であれば、工事が終わっていてお
金を払っていてもクーリングオフ制度によって無
条件で契約を解除する事ができます。しかし、相
手と連絡が取れなくなるなど解決が困難になる場
合もありますので、修理やリフォームを行う場合
は、信頼できる複数の業者からの相見積りで検討
し、十分な説明を求め熟慮して契約しましょう。
　困った時迷った時は、消費生活センタ－や下記
の相談窓口にご相談ください。

《住まいるダイヤル》　０５７０（０１６）１００
　10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
　（土・日・祝日を除く）

く
ら
し

市民サービスの向上につなげるため、有料広告を掲載しています。

ビッグサービ
ス

ビッグサービ
ス

プレゼントプレゼント
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